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新型コロナウイルス感染症に対しては、国において、感染拡大防

止策を始め、教育・医療・産業等に対する緊急支援や「緊急事態宣

言」を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正など

様々な対策が打ち出されたところですが、当県においても、学校休

業に伴う影響対策、医療提供体制の強化等、あらゆる対策を講じて

いるところであります。

しかしながら、宿泊施設や飲食店において大量のキャンセルが相

次ぐなど各方面で被害が顕著になっている上、感染への懸念からい

まだ県内消費の落ち込みは続き、製造業においてはサプライチェー

ンの混乱により生産活動等に影響が見られるなど、地域経済に先の

見えない不安が続いています。

国におかれては、事態の早期終息に取り組むとともに、県民が一

日も早く安全で安心な生活を送ることができるよう、更なる対策強

化及び地方自治体への財政支援等、迅速果断の対応をいただきます

よう、下記のとおり要望いたします。

地域経済への影響に対する支援等

１ 事業者への資金繰り等に関する支援

既に実質無利子・無担保の特別貸付制度がスタートしているが、

地域に根差した店舗数の多い民間金融機関も融資ができるよう、

指定要件の緩和を行うこと。

東日本大震災や令和元年台風第１９号等の被災により既往債務

がある事業者を始め、特に資金繰りが厳しい事業者について、返

済猶予などの条件変更や必要な新規融資等の特段の配慮を、金融

機関に対し更に強く要請すること。

資金繰りに窮する中小企業・小規模企業者や、学校休業、テレ

ワーク等により利用者が減少している交通事業者等に対する緊急

助成金等の給付及び社会保険料の負担軽減等による支援を検討す

ること。

世界的な感染拡大の影響で、部品の供給が滞るなど、製造業等

における流通の課題が浮き彫りになったことから、災害等に強い

サプライチェーンの再構築のための取組を支援すること。
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２ 従業員の雇用維持に関する支援

内定取り消しや非正規労働者の雇い止めなど、雇用環境が悪化

していることから、雇用調整助成金について、特別の地域に限定

せず、助成率の引上げを行うとともに、対象者を雇用保険非適用

者にも拡大すること。

３ 生活保障や消費喚起に向けた取組等

個人消費の落ち込み等が地域経済に大きく影響していることか

ら、緊急経済対策においては、国民生活の保障や個人消費喚起に

向けた強力な対策を行うこと。また、これらを一律の給付金等で

措置する場合には、地方自治体の事務負担の軽減についても考慮

して実施すること。

４ 事業者への感染防止策強化等

飲食店等における感染防止及び顧客への不安解消、衛生用品不

足による休業防止のため、飲食店や生活衛生関係事業者、食品製

造事業者等に対して、必要な衛生資材（マスク、アルコール消毒

液、ビニール手袋等）を優先的に供給する体制を整備すること。

また、交通事業者においても同様の扱いとするとともに、感染

者が公共交通機関を利用していた場合に、交通事業者において車

両の消毒等の負担が生じることから、交通事業者に対して財政支

援を行うこと。さらに、効果的な車内消毒作業方法等について情

報提供を行うこと。

５ 学校休業やイベント自粛要請により売上げが減少した事業者等

に対する支援等

卒業式やイベント休止の増加等により、社会全体の消費需要が

低迷し、生産者や卸売業者、小売店の経営を圧迫していることか

ら、実情に応じた経営安定対策を講じること。

６ 農林漁業者等に対する支援等

飲食店や宿泊施設、イベントのキャンセル等による消費低迷に

より、牛肉、花き、魚介類等農林水産物の価格が下落し、観光農

園等の来場者が減少するなど農林漁業者の経営を圧迫しているこ

とから、収入減少に対応する経営安定対策や販路拡大等の取組に

対する支援などの対策を強化するとともに、農林水産物の消費拡

大対策を講じること。
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７ 観光を始めとした需要を喚起する対策の実施

感染が一定程度終息した段階において、広範かつ大胆な観光需

要等を喚起する実効ある対策を国自らが責任を持って実施するこ

と。

あらゆる消費を喚起するため、自由度が高く地方負担を軽減す

る柔軟な交付金制度の創設など必要かつ十分な経済財政政策を実

施すること。

８ ＩＣＴ活用の推進

今回の感染症対策を機に、児童生徒の学習支援や、企業による

テレワーク導入を進めるため、タブレットやパソコンなど、学校

や企業等のＩＣＴ環境の整備を推進すること。

医療・福祉の体制の強化等

１ 感染防止策の強化

（１）医療現場の衛生資材の確保

医療現場における感染防止対策に必要なマスク、消毒液、防

護服等について、市場における需給が逼迫している状況を踏ま

え、自治体が必要量を速やかに調達できるよう支援すること。

また、調達するために必要な費用に対する国庫補助を令和２

年度においても継続すること。

（２）社会福祉施設等の衛生資材の確保

高齢者・障がい者・児童等の社会福祉施設における感染防止

対策に必要なマスクや消毒液等について、市場における需給が

逼迫している状況を踏まえ、自治体が必要量を速やかに調達で

きるよう支援すること。

また、調達するために必要な費用に対する国庫補助を令和２

年度においても継続すること。
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２ 検査体制の強化等

（１）検査体制の強化

検査件数が増加した場合、検体搬送を外部に委託する必要が

あることから、必要な財政支援を講じること。

また、県内各地で検査件数が増加した場合、効率的に行政検

査を実施する必要があることから、衛生研究所が実施すべき行

政検査を民間検査機関等に委託する経費の財政支援を講じるこ

と。

（２）帰国者・接触者相談センターの運営に係る財政支援

当県の発生事例に加え、全国的な患者数の増加により、当県

の帰国者・接触者相談センターの相談件数が増加していること

から、これに対応するため、センターの運営を委託する場合の

財政支援を令和２年度においても継続すること。

３ 感染拡大に備えた医療提供体制整備等

（１）治療薬の早期開発等

国等が備蓄している治療薬について、有効性が判明した場合、

医療機関が迅速に使えるような仕組みづくりを構築すること。

また、治療薬の早期開発を行うこと。

感染拡大を防止するため、国において簡易検査キットなど迅

速な診断方法を早急に確立し、医療現場への普及を図ること。

（２）感染症指定医療機関、入院受入医療機関に対する運営費の補助

入院患者を受け入れるために確保した病床の空床補償に係る

補助制度を令和２年度においても継続すること。

また、陽性者を受け入れたことにより生じた一般病床の空床

化に対する補助を行うこと。
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学校休業等に係る対策等

１ 学校等における感染防止措置等

学校再開後において、新型コロナウイルス感染症対策について

の情報提供や、感染拡大防止のためのマスクやアルコール消毒液

の安定的な提供の支援を行うこと。

２ 児童生徒の学力低下防止・心身のケア

臨時休業に伴う児童生徒の学力低下を防ぐための学習支援等に

要する費用（家庭訪問に要する費用や通信費等）や教材の郵送料

等に要する費用等に対して財政支援を行うこと。

３ 学校休業に伴う保護者等支援

新型コロナウイルス感染症対策による修学旅行や海外研修旅行、

学校行事・イベントの中止や延期に伴う、キャンセル料の保護者

負担や自治体の財政的負担に対し、国において補填措置を講じる

こと。

４ 児童生徒の就学機会の確保

小中学校の児童生徒に対する就学援助事業や、特別支援学校等

に在籍する児童生徒等への就学奨励事業、高等学校の生徒に対す

る奨学給付金等について、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、経済的に就学が困難な児童生徒等の就学機会が奪われること

がないよう、支給要件の緩和や単価の増額を含め、十分な財政措

置等の対策を行うこと。
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情報発信及び注意喚起等

１ 悪質商法の被害防止

新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等に関し、消費

者被害の未然防止のため、積極的に注意喚起を行うこと。

２ 在留外国人向けの情報発信

厚生労働省が発信する新型コロナウイルス関連の情報について、

在留外国人が安心して暮らすことができるよう、多言語化を進め

ること。

東京２０２０大会の開催理念「復興五輪」の継続

東京２０２０大会の当初の予定では、福島県は、オリンピック

聖火リレーの出発地となるとともに、野球・ソフトボール競技の

一部が開催され、中でもソフトボールはオリンピック全体のスタ

ートを飾る試合となるなど、復興五輪において重要な役割を担っ

ている。

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和３年に延期さ

れた東京２０２０大会においても、機運醸成はもとより、オリン

ピック聖火リレー及び野球・ソフトボール競技について、今年予

定されていた形で実施するよう支援するとともに、当県は、東日

本大震災や原発事故からの復興の途上にあり、被災県として多額

の財政需要を抱える状況にあることから、開催地となる被災県に

財政的な負担が生じないよう措置を講じること。

また、東京２０２０大会を通して、国・組織委員会・東京都等

の関係機関が連携して、被災地の復興を後押しするとともに、被

災地の復興状況を国内外へ発信する復興五輪の取組を継続するこ

と。


